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Ⅰ　はじめに

Hardin（1968）の「コモンズの悲劇」１）を受けて，文

化人類学の領域を中心としたコモンズの事例研究が大き

く進展した注１）。その成果は総体として，コモンズの多

くが特定の共同体によって適切に管理されていることを

実証した４）５）６）。しかし，コモンズが持続的なものであ

ることは示されたが，持続性を支える資源利用の具体的

なパターンを一般的に分析するモデルの構築には至って

いない。本論文の目的は，一連のコモンズの事例研究に

おいて断片的に示唆されてきた公平性の問題を掘り下げ

ることによって，コモンズ制度に関する統一的な分析モ

デルを提示することにある。具体的には，ローテーショ

ンを中心とした灌漑コモンズや漁場コモンズにおける取

り決めを資源利用の典型的なパターンとして取り上げ，

共同体メンバー間の公平性がどのように確保されている

かの観点から統一的な解釈を与える。

本論文の構成は次のとおりである。まず次節Ⅱにおい

て，コモンズにおけるオープンアクセス問題について概

括したうえで，それを克服する方策としての利用権割当

の有効性を明らかにする。つづくⅢでは，利用権割当の

プロセスがメンバー間の公平性の問題を顕在化させるこ

とに注意して，灌漑コモンズと漁場コモンズの様々な資

源利用のパターンを検討する。Ⅳはまとめである。

Ⅱ　オープンアクセス問題とその克服

１　オープンアクセス問題

コモンズ研究者によるHardin批判の主要な論点は，

その出発点であるオープンアクセスの仮定に関するもの

である。この場合，オープンアクセスとは共同体外部の

不特定多数の潜在的利用者が自由にコモンズにアクセス

できる状態と定義される。現実のコモンズがこの意味に

おけるオープンアクセス下にないことは現在，広く認識

されている４）。

しかし，たとえコモンズが特定の共同体によって管理

され外部からのアクセスが完全に排除されているとして

も，共同体に属する個々のメンバーがコモンズに対して

無制限にアクセスすることができる状況の下では

Hardinのロジックがそのまま妥当し，「悲劇」を招来す

る６）。共同体内部におけるオープンアクセス問題といっ

てもよい。本論文では論点を明確にするため，オープン

アクセスを後者の意味に限定して用いる。

図１の両図は，有限かつ固定的な（図では３名の）メ

ンバーからなる共同体が，あるコモンズを占有している

状態を示している。いずれの図でも，各メンバーは個別

的にこのコモンズに対してアクセスする。アクセスする

ことによって，コモンズが生み出すフローの一部を占取

して消費することができる。図1aでは個々のメンバーの

アクセスの対象がコモンズ全体のなかで限定されていな

い。これに対して，図1bでは各人のアクセス対象が互

いに排他的なかたちで局限されている。前者がオープン

アクセス，後者が分離アクセスの状況である。両者の違

いを際立たせるために，それぞれ端的な模式図を示した。

以下，まず実際のオープンアクセス状況のもとでどのよ

うな問題が典型的に起こるかを見たうえで，その問題構

造を根本的に克服する方策としての分離アクセスの有効

性について述べる。

Ostrom et al.（1994）は共同体内部のオープンアクセ

ス状況を適切に“too many straws in the teapot”と表

現した（pp.４－５）７）。いま，一つのティーポットに入

っている紅茶に対して複数の飲み手がいる場合を考え

る。ルールを決めずに個々の飲み手に自由な行動をさせ

ると，先を競ってストローを差し込もうとするであろう。

その結果，ストローが多すぎて誰も十分に飲むことがで

きなくなる。最悪の場合，ポットが倒壊し，紅茶は飲め
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なくなってしまう。一般的な表現におきなおせば，過剰

なアクセス（同時に多数のストローが挿入されること），

過当競争（われ先に飲もうとすること），混雑（ポット

の入口がふさがってしまうこと），によって効率的な資

源利用が阻害される。これがオープンアクセス問題であ

る。

漁場についていえば，個々の漁師が勝手に行動するこ

とによって，出漁レベルが全体として過剰になるほかに，

良い場所の確保に向けて過当な競争，混雑，諍いが生じ

やすい。このことを見るために，ある沿岸漁場が共同体

メンバーによって占有されており，各メンバーは自由に

漁獲活動をすることができる状況を考えよう。あるメン

バーが漁場の１箇所に網を仕掛けたとする。ここで他の

メンバーがそのすぐ隣に網を仕掛けるならば，そうでな

い場合に比べて互いに少ししか獲ることができないであ

ろう８）。また，各メンバーが他者に先んじて良い場所を

確保しようとするために，各メンバーの資源の過剰投入

を伴う過当競争が起こる９）。さらに，混雑して漁船や仕

掛けが接近しすぎることによって物理的な損失のコスト

も生じうる10）。これらが，漁場コモンズにおけるオープ

ンアクセス問題である。

灌漑水については，ある水源に共同体メンバー全員が

自由にアクセスすることができる状況を考える。水の稀

少な状況を想定するならば注２），各メンバーのアクセス

行動が互いに邪魔し合い，水路上の障害物による流速の

低下や取水用具の損壊のようなかたちで大きなコストが

生じるであろう。

いずれのケースにせよ，オープンアクセス状況におい

ては図1aに示したごとく，各メンバー（図ではA～Cの

３人）による無秩序で野放図なコモンズへのアクセスが，

メンバー間の摩擦やコモンズ利用に要する資源の過剰投

入といった追加的なコストをもたらすのである。

２　利用権の割当

オープンアクセス問題を回避するためには，各メンバ

ーのアクセス行動が互いに物理的に干渉し合うことを防

ぐ工夫が必要である。そのための最も根本的な方法は，

コモンズのどの部分あるいはどの時間帯に誰がアクセス

するかを事前に割り振っておくことである。Berkes

（1985）は，一つの漁場に対する複数の利用者グループ

のアクセスを割り振ることを「空間的あるいは時間的に

分離（separate）する」と表現したが11），この表現は共

同体に属する個々の漁師にも拡張しうる。これが上で

「オープンアクセス」と対置させた「分離アクセス」に

ほかならない（図1b）。

オープンアクセス下ではメンバーが同じ対象にアクセ

スしていることから混雑や競争が生じる。このことによ

るコストは全メンバーが負うことになる。したがって，

オープンアクセスの状況を回避することは全員にメリッ

トをもたらすのである。そこで，共同体メンバーが総意

によって「アクセスを分離する」取り決めを結ぶことが

有効な方策として提起される。具体的には，各自がコモ

ンズのどの部分を利用するかをあらかじめ取り決めてお

いて，あるメンバーに割り当てられた部分についてはそ

の他の者はアクセスしないことをルールとする。いい換

えれば，コモンズの利用権を分割して，排他的なかたち

で各メンバーに配分するのである。これが冒頭に述べた

利用権割当（use right assignment）にほかならない。

上で引用したBerkes（1985）の記述の中で示唆され

たように，コモンズの特定部分の利用権とは必ずしも空

間的な「部分」の利用権を意味しない。それが時間的な

「部分」のかたちをとることもある。利用権は空間的に

も時間的にも分割されうるのである。このことを見るた

めに，いま，ある２人のメンバーが一つの漁場を利用す

る状況を考えよう。２人は，オープンアクセス下では混

雑や競争，資源の過剰投入といった問題が確実に引き起

こされることを知っており，したがってアクセスを分離

する取り決めを結ぶとする。具体的には，２人のアクセ

スする部分をあらかじめ決めておくのである。どのよう

に決めておくべきだろうか。

まず，「あなたはそちらを使って下さい。わたしはこ

ちらを使います」という決め方が一つある。あるいは，

「あなたお先にどうぞ。わたしは後で使いますから替わ

って下さい」という方法もある。両者ともに利用権を分

割し配分しているが，前者が空間的分割であるのに対し

て後者は時間的分割である。両者の組み合わせもある。

それは「あなたお先にそちらをどうぞ。わたしはそのあ

いだこちらを使います。後で場所を交換しましょう」と

いう取り決めである。いずれの場合にも，他人に割り当

てられた部分にはアクセスしてはならない。したがって，

個々のメンバーにとっては混雑に頭を痛めることも先を

競い合うこともなく存分に資源を利用することができる

のである。

図１　オープンアクセスと分離アクセス

Fig. 1   Open and Separate Access

A B C A B C

（1a）オープンアクセス （1b）分離アクセス 



３　本論文の課題

ここで問題がある。「あなたお先にどうぞ」という取

り決めにせよ「あなたはこちらをどうぞ」という取り決

めにせよ，はたして合意に至ることが可能であろうか。

例えば灌漑水のなかでも水田の植付け水であれば皆少し

でも早く欲しいという場合が一般的である。そのような

とき，誰も「あなたお先にどうぞ」などと悠長なことは

いわない。また漁場の場合には通常，条件の良いスポッ

トとそうでないスポットがある。条件の悪い場所を指定

されて「あなたはあそこをどうぞ」といわれても納得で

きないであろう。

むろん，こうした取り決めがなく全員が勝手に好きな

時間，好きなスポットにアクセスすると，オープンアク

セスの悲劇が待っている。だから取り決めが全員に便益

をもたらす可能性がある。問題は，どのようにして現実

にその便益を全員に行き渡らせて合意を得るかにある。

あるメンバーへの灌漑水の配分があまりに後回しになっ

て結局植付けに間に合わないとか，あるメンバーに割り

当てられた漁場が極端にひどいスポットで魚がほとんど

いない，というような不公平な取り決めが仮に起これば，

ひどい扱いを受けたメンバーにとってはかえってオープ

ンアクセスの方が良かった，ということになるだろう。

このような不満を持つメンバーを内包する取り決めは安

定性を欠くはずである。

ここに本論文がフォーカスを当てる公平性の問題があ

る。次節以下では，コモンズにおいて，この公平性の問

題が如何に重要な意味をもち，また，どのように克服さ

れるかを明らかにする。具体的には，利用権割当の様々

なケースに共通する特徴が，メンバー間の公平性を考慮

した結果として現れている現象であることを述べる。以

下において，既往のコモンズ事例研究を適宜引用しなが

ら，この点を掘り下げて考察していきたい。

上に述べたとおり，Hardin（1968）１）の影響下に精力

的に蓄積されてきたコモンズの事例研究は，「コモンズ

はオープンアクセスではないからHardinがいったよう

な崩壊プロセスは妥当しない」ということを明らかにし

た。しかしながら，具体的にどのようなメカニズムでコ

モンズが利用されているかについての体系的整理はなさ

れていない。本論文の目的は，公平性問題克服の観点か

ら利用権割当のロジックと基本パターンを考察すること

を通して，コモンズの本質を理解するさいの一つの統合

された分析視角を提供することにある。

Ⅲ　利用権割当の考察

１　利用権割当と公平性の問題

本節では，コモンズの利用権割当について，そのロジ

ックと基本パターンを抽出する。すでに述べたとおり，

利用権割当とは，コモンズの利用権を時間的もしくは空

間的に分割して，メンバー間で配分することである。は

じめに，上で区別した利用権の時間的・空間的分割の模

式図を掲げよう。図２は縦方向に空間，横方向に時間を

とって二つの分割方法を対照的に描いたものである。

ここでは，時間的分割の典型例として灌漑水を配給す

るさいの時間割り，空間的分割の典型例として漁場の場

所割りをイメージしている。図１と同様に，それぞれA，

B，Cの３人の共同体メンバーが利用権を時間的もしく

は空間的に分け合っている。本節では，このような模式

図を援用して利用権割当の基本原理を抽出していく。

図に示されているとおり，利用権を分割して排他的な

かたちで各メンバーに配分することは，個々人にとって

私的に利用できる資源を配分されることに等しい。各メ

ンバーはそれぞれ割り当てられた部分について他のメン

バーに邪魔されずに利用することができるのである。し

かしこのことは，逆にみると，他人が割り当てられた部

分については手が届かなくなることを意味する。この簡

明な事実から，誰にどの部分を割り当てるかという配分

問題が提起されるのである。ここで問題は，メンバー間

の配分が公平でなければならない点にある。

この公平性の要請は，メンバーがそれぞれ「資源利用

上の同等の権利を保有する」（Ciriacy-Wantrup and

Bishop，1975，p.716）というコモンズの基本的な性質

にもとづいている12）。他のあるメンバーと同等の権利を

持つ者は，当然，そのメンバーと同等の扱いを要求する

であろう注３）。ところがこれは，メンバー間のすべての

組合せについていえることである。そのために，どのよ

うな利用ルールであってもそれが安定的な合意を（安い
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図２　時間的分割と空間的分割

Fig. 2   Temporal and Spatial Division
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取引費用で）得るためには，誰もが納得するようなかた

ちで全メンバーを公平に扱うことが要請されるのであ

る。この要請がルールづくりを制約しているといっても

よい。

オープンアクセスならば誰にとってもオープンアクセ

スである。おそらくはパレート劣位なナッシュ均衡であ

ろうが，これはこれで公平な状態である。一方，資源保

全の観点から伐採する薪の太さや獲る魚の大きさなどに

ついて一定の規制が設けられる場合，それは全メンバー

に対して一律に課される。これも公平性の制約のためと

いってよい。いずれについても，このような公平性制約

を満たす取り決めでなければ合意は安定的に成立しえな

いのである。

排他的利用権を割り当てる場合，この制約が公平な配

分の問題として顕在化する。上で指摘したように，誰か

に割り当てられた部分については他の者はアクセスする

ことが許されない。ところが漁場には条件の良いスポッ

トからそうでないスポットまでが含まれる。では，誰が

良いスポットの排他的利用権を手に入れるのか。また灌

漑水についても，皆が一番欲しいタイミングの水がある

場合，その時間帯の排他的アクセス権を誰が手に入れる

か。これは，個々人がコモンズの一部に対して排他的利

用権を与えられることの代償として顕在化する難問であ

るといってよい。秋道（1999）は，コモンズである「山

野河海」のなかに個別的な専有領域が形成されていく過

程を指して，「境界を決めてなわばりを主張しようとす

れば双方の言い分が対立し，紛争が発生する。境界をめ

ぐるストレスが高ずるためである」と述べている

（p.138）13）。オープンアクセスならばこの問題は起こら

ないのである。

さて，公平性制約の直観的な含意は，共同体のメンバ

ーの一部が，最も条件の良い部分（空間的ないし時間的

部分）を独占してしまう分け方は許容されないというこ

とである。では，最も条件の良い部分の利用について公

平性を確保するためにはどうすればよいか。基本的な考

え方として，その部分を細かく分割して全員で同時に利

用できるようにするか，あるいはそうせずに，ある時間

の中で全員に利用機会を行き渡らせるかの二つがある。

先取りしていえば，後者の方法が，ある場合には時間的

分割によって可能となっているのである。本論文では，

このような空間的・時間的分割にもとづく割当によっ

て，各メンバーに与えられる利用権についてどのように

公平性が確保されているかを観察しようとするものであ

る注４）。

以上の点に注意して，次に灌漑コモンズと漁場コモン

ズについて代表的な事例研究を素材として利用権割当の

ロジックを考察することにしよう。

２　灌漑コモンズにおける公平性の問題

まず，灌漑コモンズにおける利用権の割当についてみ

てみよう。灌漑水の排他的利用権を各メンバーに割り当

てるさい，実際的には，共通の水源への排他的アクセス

権を付与するかたちか，あるいは一元的なコントロール

の下に各メンバーの耕作地へ水を配給するかたちがとら

れる。いずれにしても実質的には灌漑水がメンバー間で

配分されているのであり，公平性の問題は共通である注５）。

以下では「取水」という表現はとらず，「配水」ないし

「水の配給」という表現で統一する。

まず，Schlager et al.（1994）の整理による，灌漑コ

モンズにおける基本的な水配分パターンの３類型を引用

しよう。すなわち，（1）固定比率：水は物理的にある比

率に分割され各メンバーに配給される；（2）固定時間：

各メンバーはそれぞれある時間枠（time slot）を割り当

てられ，それにもとづいて水を配給される（あるいはア

クセス権を付与される。次も同じ）；（3）固定順：各メ

ンバーは順次，水を配給される（pp.304－５）14）。

この整理をもとに，灌漑水配分の基本パターンを次の

ように理解することができる。まず，各メンバーが配分

されるべき水量の比率は，３つの類型のいずれについて

も何らかの基準によって決まっている。多くの場合，水

量の比率は耕作面積に対して比例的である。これは単位

面積を同等に扱う公平性基準であるといえる。

次に，どのような方法によってこの配水比率を実現す

るかが問題となる。まず上の（1）で挙げられた物理的

分割がある。この方法は，水路などによって物理的に水

流を分割して，各メンバーの耕作地まで分離して配給す

るものである。そのさい，水流は上記の比率で分けられ

る。

他方これと対照的に，水流を完全に分離することなく，

各メンバーが順に配水を受ける場合がある。例えば，上

記の比率によって配水時間を割り当てられるルールであ

る。これは時間的分割（時間割り）にもとづく割り当て

であるということができる。この方法によって配水する

ためには，各メンバーに割り当てる時間を決めたうえで

配水する順番を決める必要がある。従って，上の（2）

と（3）の両方を組み合わせることによってこの方法が

成立する。

以上を模式化したものが図３である。いまA～Eの５

戸の農家がある安定した水流を共有しているとする。５

戸は，それぞれの耕作面積に対して比例的に水を配分す

ることでは合意している。面積は，A，B，Dの３戸が

1ha，C，Eの２戸が2haである。従って配水量の比率は



「A：B：C：D：E＝1：1：2：1：2」となる。この比率

をどのように実現するかが問題である。図3aは，水を物

理的に「1：1：2：1：2」の比率で分割してそれぞれ水

路A～水路Eに流す方法を示している。各メンバーの圃

場へは常時，この比率で配水されることになる。これに

対して図3bは，時間を「1：1：2：1：2」に分割して，

Aから順次，排他的に配水を受ける方法を示している。

図3bの方法については補足が必要である。時間的分

割のさいには，周期の長さを決めなければならない。こ

こで公平性の制約が重要な意味を持つ。つまり，周期が

余りにも長いと，たとえ割り当てられた時間の比率が

「1：1：2：1：2」になっていて，配分された時間の長さ

という意味で公平性は確保されていたとしても，一つの

周期の中の配水タイミングの先後によって不公平感が生

じる可能性が高いのである。例えば，１周期が１ヶ月で

あれば，その中の先頭と末尾で配水のタイミングが１ヶ

月も違うことになる。時期による水の供給量や需要の変

動を考慮すればこれでは差が大きすぎる。公平性の観点

から，このような周期のもとでの配水方法は適切とみな

されないであろう。

物理的な分割にもとづく配水方法のメリットは，この

ような配水の早晩を考慮する必要がない点である。この

方法の下では，あらゆる時点において水が「1：1：2：

1：2」に配給されるのである。水量の多いときも，需要

のピーク時にも自動的に公平性が確保される。しかし他

面において，この方法は物理的な水分割のコストを伴う。

具体的には，次の二つの要因が考えられる。第一に，す

べてのメンバーの耕作地まで完全に水流を分割するため

の追加的な資材コストは通常極めて高くなるであろう。

第二に，水流が分割され細かくなることによって，配水

の効率性が損なわれる。

時間的分割のメリットは，この物理的分割のコストを

軽減し，それでいて必ずしも公平性を欠くわけではない

点にある。ただし公平性の確保，したがって安定的な合

意を得るためには，各メンバーへの一回の配水は限定さ

れなければならない。いま仮に公平性の観点から許容さ

れうる周期の長さが１週間であったとしよう。むろん，

この時間内においてはすべての共同体メンバーの耕作地

を等しく扱う必要がある。具体的には，この時間を

「1：1：2：1：2」に分割するのである。これを繰り返す。

これがローテーション配水，ないし輪番配水と呼ばれる

配水方法である。

ここで，パキスタンやインドに見られる伝統的灌漑制

度warabandiの例を引こう。これはローテーション配水

の典型例として知られている15）16）。この制度では普通，

１周期は１週間ないし1.5週間（10.5日）に定められてい

る。各周期について，共有水路から各利用者の耕地まで

の配水時間を考慮したうえで，耕作面積に比例した配水

時間が割り当てられるのである。

Malhotra（1982）は実際の配水スケジュールをいく

つか例示している16）。その一つでは32戸の農家が参加し

ており，１番農家は月曜の午前６時00分から火曜の午前

１時30分まで，２番農家は火曜の午前１時30分から火曜

の午後６時32分まで，…と続いて，第32番農家は月曜の

午前２時56分から午前６時00分まで水を引く権利を割り

当てられている。ここで１番農家に戻る。これを毎週繰

り返すのである（pp.12－14）。原語で‘wara’は「順

番」，‘bandi’は「固定された」を意味する。この「固

定された順番」に従って各メンバーが順次配水を受ける

ことによって，混乱を伴うこともなく，公平に共有の水

を配分することに成功しているのである。この方法によ

って，水路に近い者が早いタイミングの水を独占してし

まうような不公平な状況が回避されている。この配水方

法への共同体メンバーの満足度は高いという15）。

これと同様のパターンの配水方法が，金沢（1956）が

紹介している「繰り返し配水」である17）。これは当時の西

日本の溜池地域において，特に水の必要度の高い田植期

に一般的に見られたものである。ただし，warabandiの

ように１周期が時間によって決まっているのではなく，

１周期に配給される水田面積の割合が決まっている。具

体的には例えば，１周期に各農家の耕作地の２割を灌漑

する，などである。順番はwarabandiと同様に全周期を

通じて固定される。この順番はクジで決められ，１番の

農家から順に各農家の耕作地の一定割合を灌漑してい

く。「各々の田圃に一定の比率で平等に配水し，これを

何回か繰りかえして配水を完了する」のである（p.170）。

２割ずつであれば５回，１割ずつであれば10回のローテ

ーションが必要である。

図４はこれを模式化したものである。農家A～Cが共

有の灌漑水を分け合っている。図では６分の１ずつロー

テーションによって公平に配水を行なう様が描かれてい
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る。金沢が指摘するとおり，「水は或る時は下流の田圃

にかかれば次には上流に近い田圃へ，更に真ん中の田圃

へというように一定の方向のないままにあちらこちらと

動くのである。節水どころか水の使用量からいえば大変

な無駄である。無駄ともいえる水利用のうえにその平等，

公平性は成立しているのである。（p.170）」

ここで的確に言及されているように，公平な配水には

そのためのコストが不可避的に伴う。物理的分割による

ものであれ時間的分割によるものであれ，コストを伴わ

ずに公平な割当はできないといってもよい。では水の稀

少性はこのコストに関してどう影響するであろうか。ま

ず，物理的分割に伴う上述の細分化コストは稀少性の度

合いとともに明らかに高まる。またローテーション配水

についても，同じ回数で配水を終えようとするならば稀

少性の度合いに応じて周期が長くなって公平性が損なわ

れ，さりとて周期を同じ長さに保とうとするならば水量

が乏しいために配水回数を増やさざるをえない。金沢が

指摘した繰り返しのコストはその分だけ増加するはずで

ある。いずれについても，水が稀少な場合には公平性を

確保するコストがいっそう顕著になる。これは深刻なト

レードオフといってよいであろう。

ここで重要なのは，配水について公平性を確保するコ

ストが，各メンバーの耕作地の立地にも依存している点

である。図４に示されているように，各メンバーの耕作

地がそれぞれまとまっている場合には，ローテーション

による配水先は「あちらこちらと」動かざるをえない。

そうであるならば，土地配分を与件とせずに，逆に公平

な配水の効率を考慮して土地配分を決定する方式が考え

られる。その場合，図3bのような配水が低コストで可

能となるように各メンバーの耕作地の空間的配置を調整

すれば，公平であり，かつ，公平性確保の追加的なコス

トが小さいという意味で効率的な水配分が可能となるは

ずである。

この点に関する一つの興味深い例が，スリランカの乾

燥地帯における水と土地を含めた共同体的調整システム

bethmaである。スリランカの乾燥地帯では伝統的に，

一つの溜池掛かりが一つの村落共同体に対応している。

耕地は基本的に私有であるが，渇水が起こって溜池の貯

水量が村内のすべての耕地を灌漑するのには不足するこ

とが判明した場合，溜池近傍の灌漑可能な耕地を一時的

に村有化して，その作期に限り全メンバーで平等に分割

して使うことにするのである18）。

筆者の理論フレームに照らして述べるならば，この制

度は，水配分の公平性を確保しつつ随伴するコストを抑

える効果をねらったものであると理解される。すなわち，

溜池の極めて少量の水を物理的もしくは時間的にどのよ

うに分割するとしても，それを各メンバーの所与の所有

耕地に対して配給するならば，公平性に執着するかぎり

著しいコストが伴うであろう。そこで一時的に配水コス

トの低い溜池近傍の耕地を村有化することが選択された

のである。むろん村有化される耕地の所有者の合意が必

要で，そのためのコストもかかる。しかし稀少な水をめ

ぐる村落共同体の公平性への要請は追加的な合意コスト

を凌駕し，このような一種の緊急避難的方法を伝統的に

形成するに至ったものと理解されるのである。

また，耕作地の配分と立地が所与の固定的なものであ

ったとしても，物理的・時間的分割のコストが抑えられ

るケースがある。それが「冬上夏下方式」とでも呼びう

る配水方法である。Ostrom et al.（1994）が引いている

ネパールの事例では，「１年のなかで水配分が公平にな

るように，冬季の大麦作りの水は上流側から，夏季の蕎

麦作りの水は下流側から配水される」のである。この配

水方法は伝統的に「大麦は上から，蕎麦は下から」とい

い習わされているという（p.11）７）。

図５のように，A～Eの５戸の農家がそれぞれまとま

った耕作地をもっているとする。このとき，夏・冬の両

シーズンについて公平に配水しようとするならば，時間
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的分割にせよ物理的分割にせよ大きなコストがかかる。

そこで，「１年のなかで公平」も公平性制約の許容範囲

内であるということになれば，夏と冬で配水順序を逆転

させることで各シーズンについて分割コストを抑えるこ

とができるのである。より大きなスケールの時間的分割

ということもできるであろう。

以上，灌漑コモンズにおける公平性問題として，水配

分の公平性が如何に確保されているかに着目して考察を

加えてきた。特に，配水の早晩について公平性を確保す

るためのコストを特定し，その抑制の観点から様々な配

水パターンの含意を検討した。そこでは資源の稀少性は

公平性の制約をよりタイトにするが制度形成上の重要な

因子であることも示された。次節では，漁場コモンズに

おける場所割りパターンをみてみよう。そのさい，すで

にⅡの２で示唆された空間的分割と時間的分割の代替関

係や，資源の稀少性・非均質性の意味が明示的に扱われ

ることになる。

３　漁場コモンズにおける公平性の問題

Schlager and Ostrom（1993）は，漁場コモンズにお

ける34の事例研究をレビューして，そこで定められてい

る利用上の取り決めを次のように整理している（p.28）19）。

まず，34のすべての事例で場所割りが行なわれている。

具体的には，共同体メンバーがそれぞれ特定の（空間的

な）部分を排他的利用権のかたちで割り当てられるもの

である。この割当ルールが二種類に大別される。

まず34事例中，７事例で固定的な順番に従って各メン

バーの場所が割り当てられている。また，同じく４事例

で場所が時間によって割り当てられている注６）。むろん

これらは別個のルールではない。灌漑水の配分における

順番や比率と同様に，両者が組み合わされることによっ

て一つの割当ルールを構成するのである。この組み合わ

せのロジックについて検討するのが本項の目的である。

はじめに，Schlager and Ostrom（1993）の整理から

漁場における割当の基本的パターンを抽出するならば次

のようになる（図６）。まず，ある漁場が条件の異なる

３箇所のスポットX～Zからなるとする。この漁場全体

をA～Cの３人の共同体メンバーが共有している。利用

権割当によって互いに排他的な漁獲活動を行うこと，さ

らに公平性の観点から利用権の割当を３人のあいだで均

等にすることについては合意されているとする。問題は，

そのためにどのように利用権を分割するかにある。

灌漑水の場合の物理的分割のアナロジーとして，漁場

には空間的分割がある。つまり，スポットX～Zをそれ

ぞれ３つに二次的に分割して３人で分け合うのである。

この方法によれば，３人とも常時，X～Zすべてのスポ

ットの３分の１ずつを割り当てられ，３箇所で漁獲活動

をすることになる（図6a）。

これに対して，漁場X～Zを分割せずにそれぞれ１人

に割り当て，それを回す方法もある。ローテーションで

ある。この方法によれば，３人は常時，いずれか１箇所

のスポットを専有的に利用することになる。ただし時限

的である（図6b）。このようなローテーションによる利

用権割当は，漁場コモンズに広くみられる20）21）22）。

二つの分割方法を比較しよう。空間的分割の場合，３

人は常に均等に，条件の異なるすべてのスポットに対し

てアクセスすることになる。したがって，公平性は確保

されている。しかし一つのスポットが二次的に分割され

て狭くなることに伴う弊害が生じうる。これは一つのス

ポットがメンバーの数に対して十分に広ければ問題とな

らないが，メンバーの密度によっては非常に大きなコス

トをもたらすであろう。

他方ローテーションの場合，ある時点をとってみれば

良いスポットを利用するメンバーとそうでないメンバー

のあいだに不公平があるが，Berkes（1986）の表現に

したがえば，「１周期を通じてみれば全員に完全に同じ

だけの機会が与えられている」のである（p.225）21）。た

だし，公平であると認識される周期を全員で時間的に分

割することになるので，交替のコストが伴う。これは周

期が十分に長ければ問題とならないが，メンバーの数が

多いと交替が頻繁になり大きなコストとなるであろう。

いずれの方法についても，公平性の確保に伴うコストの

相対的な大きさはメンバーに対して漁場がどのくらい広

いかに依存すると考えられる。また，メンバー間の交替

を要請する根本原因であるスポット間の格差も関係する

はずである。次に模式図を用いてこの点を見よう。

図７と図８は，漁場コモンズにおいて，権利をもつメ

ンバーの数が増加することにより相対的に漁場が稀少化

し，それに伴い分割の仕方が変容していく様子を模式化

したものである。ここでは，人口密度が低い段階では空
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間的分割によって利用権が割り当てられるが，人口増加

に伴い空間的分割が進められ，やがて限界に到達するも

のと考える。具体的には，各メンバーの漁船や網が接近

しすぎることによって，漁獲活動上の著しい障碍が生じ

る事態を想定する。空間的分割が限界に至ったのちは，

公平性を確保するために時間的分割を導入せざるをえな

い。二つの図ではいずれもこの事情が表現されている。

ただし漁場の稀少性と非均質性の意義をあわせて検討す

るために，図７は漁場が均質な場合，図８は漁場が非均

質的な場合をそれぞれ想定している注７）。

図7a～7cでは，ある均質な漁場コモンズにおいて，は

じめA，B，二人のメンバーが利用権を分け合っている

が，メンバーの数が漸次増加していくなかで分割の仕方

が変化していく過程が表現されている。４人までは，大

きなコストを伴わずに空間的に分割することができる。

しかしそこで，物理的要因によって空間的分割が限界に

達する。すると，８人に増えた時点で時間的分割を加え

なければならなくなる。図7cでは，８人のメンバーはそ

れぞれ，空間的には漁場全体の４分の１ずつ，時間的に

は公平とみなしうる周期の半分ずつのアクセスを与えら

れることになる。

次に図８によって，漁場全体の広さは同じであるが，

条件の良いスポットと悪いスポットに二分されている場

合についてみよう。他の諸条件，すなわち，人口増加の

パターン，公平とみなされる周期の長さ，物理的要因に

よる空間的分割の限界について図７と共通であるとす

る。

この場合，スポットに良否があるので，公平性の制約

は，如何なる分割方法の組み合わせにせよこの周期内に

全員が両方のスポットを均等な時間だけ利用することを

要請する。物理的要因により，一つのスポットは空間的

に二分割までしかできない。すると，図8bに示されて

いるように，メンバーが４人になった時点でローテーシ

ョンを導入せざるをえなくなる。８人になると問題はい

っそう激化する。各メンバーは，１周期の４分の１の時

間ずつ，二つのスポットの半分を利用することになるの

である（図8c）。

以上のような分割の論理構造に即して，ローテーショ

ンを伴う漁場コモンズの代表的な報告事例について解釈

を試みよう。まずLobe and Berkes（2004）が報告して

いる南インドのpaduシステムについてである（p.276）22）。

このケースでは，非均質的な52のスポットから成る漁場

に対して，26人の漁師が同等の権利を有している。そし

て漁師１人につき２箇所が割り当てられ，その場所は毎

年クジによって決定される仕組みになっている。具体的

には，毎年はじめの集会でクジが引かれる。あるメンバ

ーがクジを引くと，彼がその年に利用できる２箇所のス

ポットが同時に決定される。例えば，１番クジを引くと

１番目と27番目のスポット，10番を引くと10番目と36番

目のスポットの１年限りの利用権が割り当てられるので

ある。

ところが1996年に一つの問題が顕在化した。土砂の堆

積である。52箇所のうち13のスポットは使用を中止せざ

るをえなくなり，同じ26人のメンバーで39箇所の漁場を

利用することになった。これに伴って，割当の方法も変

わった。まずクジ番１～26によって，メンバー26人の全

員に対してそれぞれ１～26番目のスポットを１箇所ずつ

割り当てる。しかし残る27～39番目の13箇所については，

２人に対して１箇所ずつ割り当てることにしたのであ

る。具体的には，１番と２番を引いた２人が27番目のス

ポット，３番と４番を引いた２人が28番目のスポット，

…最後に，25番と26番を引いた２人が39番目のスポット

をそれぞれ共同で割り当てられることになった。

ここで注目すべきは，１番目から26番目までのスポッ

トはそれぞれ単一のメンバーによって１年間ずつ利用さ

れるが，27番目から39番目までの13箇所については，そ

れぞれ共同で割り当てられた２人が１日交替で利用する

ことになった点である。このことは，空間的分割につい

て限界が存在することを示唆している。27～39番目のス

ポットをそれぞれ二分割すれば，１～26番目のスポット

と同様に，それぞれに１年間の利用権を付与することは

可能であったはずである。しかしその分割にともなうコ
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ストは著しく高い。そこで，この13箇所については空間

的な分割は断念された。そして公平性を確保する方法と

して，この部分については利用権が時間的に（１日単位

に）細分化されたのである。

別の事例を引こう。Berkes（1986）はトルコの漁場

コモンズのケースを紹介している21）。そこでは，1960年

代から顕著になったメンバー数の増大に対応して，漁期

ごとに空クジを含むクジ引きによってスポットを割り当

てることにした。空クジは「休漁」に対応し，これを引

いたメンバーはどのスポットも利用することができな

い。ただし「休漁」のメンバーが漁期を通じて固定され

るのではない。各メンバーは日替わりで隣のスポットに

移る。ある日，末端のスポットを利用していたメンバー

が翌日「休漁」になり，入れ替わりで「休漁」していた

者が先端のスポットから入る。この取り決めによって，

「休漁」を細分化して皆で公平に負担していることにな

る。

筆者の理論フレームにしたがえば，このケースも，空

間的分割がそれに伴うコストとの比較考量の下でルール

化されていることを示している。つまり，空クジを組み

入れるほうが，メンバーの数だけ漁場を分割するよりも，

公平性を確保する方法としては望ましいと判断されたの

である。そして，漁のできない時間を公平に負担するた

めに，毎日という高い頻度で場所を移る仕組みが同時に

組み込まれた。人口圧力が顕著になってから漁場コモン

ズのメンバーは，効率的な漁獲活動を維持しつつ同時に

メンバー間の公平性を確保する方法を摸索し始め，15年

かけてこのルールを編み出したとされている。Berkes

（1986）は驚きとともにこれを「協力体制の進化」と評

している（p.225）。

また，Alexander（1977）はスリランカの漁場コモン

ズの事例によって，時間帯による漁場の条件差の問題を

説明している20）。その漁場では１日のなかでは早朝が最

も魚が多く，また市場に出荷するタイミングとしても最

適である。さらに月の満ち欠けが影響するため，最も条

件の良い場所と，１ヶ月の中の最も良い日と，１日のな

かの最も良い時間帯の組み合わせは１ヶ月に一度だけと

なる。コモンズを共有する漁師の数が極めて多いので，

スポットの利用者を数時間単位で頻繁に交替するが，ベ

ストの組み合わせの時間帯は各メンバーに対して５年に

一度回ってくるだけであるという。

つまり，全員に完全に同じ機会のセットが与えられる

という意味の周期は５年である。もちろん，各メンバー

の一度の利用時間を１時間ないしそれ以下に設定すれ

ば，この周期を短縮することは可能なはずである。しか

しそれでは移動と運搬が頻繁になりすぎて漁獲活動の効

率性が大きく損なわれてしまう。このケースは，時間的

分割にも限度があることをよく表している。

４　小括

本節では，灌漑コモンズと漁場コモンズについて利用

権割当のパターンを検討してきた。そのさい特に，利用

権の物理的ないし空間的分割と時間的分割が様々に組み

合わされて，メンバー間の公平性を確保しつつ，そのた

めのコストが有効に抑えられている点に注目してきた。

Ⅳ　まとめ

本論文ではまず，コモンズにおけるオープンアクセス

問題の克服のために，利用権が分割され各メンバーにあ

らかじめ割り当てられる方式が広く観察されることを指

摘した。そのさい重要なのは，メンバー間の公平性を如

何に確保するかの問題が不可避的に顕在化する点であ

る。Ⅱではこのことをコモンズにおける公平性の問題と

して定式化した。Ⅲでは，この公平性問題がどのように

解決されているかをみるために，灌漑コモンズと漁場コ

モンズについて基本的な利用権配分パターンを分析し

た。そして，代表的な事例研究に認められる共通項を整

序するなかから，利用権を分割するさいに物理的ないし

空間的方法と時間的方法が適切に組み合わされ，公平性

を確保するコストが抑制される制度形成メカニズムを抽

出した。以上によって，本論文の考察は，空間と時間の

二元的な割当方式を統合する見地から，コモンズを理解

するシンプルで一般化された一つの視角を提出したもの

である注８）。

注

注１）本論文で考察対象とする「コモンズ」は，グローバルコ

モンズを除いたローカルコモンズを指す。我が国における

ローカルコモンズ研究の代表的文献に，秋道（2004）およ

び井上・宮内編（2001）がある２）３）。

注２）ここで「稀少である」とは，自由財として利用可能な状

態にないことを意味する。水が自由財であれば以下に述べ

るようなオープンアクセス問題は必ずしも発生しない。し

かしそのような場合はそもそも水が共同体によって占有さ

れる理由もないはずである。つまりある資源が稀少性をも

つことは，それが特定の共同体によって占有されることの

前提条件であり，この意味で本論文の議論の起点である。

注３）ここではCiriacy-Wantrup and Bishop（1975）の指摘に

依拠したが，コモンズに対して共同体メンバーが同等の権

利をもつというのが必ずしも一般性をもたないことは認識

しておく必要がある。端的な反例が灌漑コモンズで，そこ

では共同体メンバーがそれぞれ保有する土地面積に比例し

て水利用の権利を付与されるのがむしろ一般的である。も
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っとも，これはこれで一つの公平性基準である。このよう

にコモンズに対する権利にメンバー間の格差があってもそ

れが量的なかたちをとっている場合には，「権利の一単位

について同等の扱いを受けなければ納得しない」というふ

うに公平性の制約を読み替えればそのまま本論文の議論が

適用可能である。後段の灌漑コモンズの考察ではこの読み

替えを行なう。ただし，このように量で表現されないよう

な，例えば「有力者の農地は優先的に配水を受けられる」

というような質的な権利の格差も厳然として存在すること

は事実であるが，本論文では考察の対象外とする。

注４）現実的には，利用権をどのように分割しても，各メンバ

ーへの割当を完全に等しくすることは困難である。ここに，

クジの補助的意義が存在する。おおよそ等しく分割された

ものを配分するさい，公平性を確保して配分方法について

合意を得るための決め手としてクジがある。コモンズとク

ジは親和度が高く，実際，後段で紹介する複数の事例でク

ジの使用が見られる。注意すべきは，最終的にクジを用い

るならば，どのようにバラツキのあるものを配分するとし

ても期待値のタームでは公平となる事実である。とはいえ，

甚だしく不均等なものを分ける場合には，クジを使うとし

ても結果の格差を反映して不公平感が生じるだろう。以上

を踏まえて厳密なかたちに表現し直すとすれば，本論文で

いう公平性制約とは，第一義的には完全に同等な割当を企

図しつつも，それが現実的に困難であるという認識のもと

に，配分時にクジを使うことによって不公平感が打ち消さ

れる範囲の差異は許容するという，やや粗い要請である。

注５）灌漑コモンズにおいては，一般に，水の配分（受益の側

面）とならんで設備維持のコスト配分（負担の側面）も重

要である５）。しかし本論文では，前者における公平性の問

題を純粋なかたちで考察するために後者を捨象する。

注６）この他の場所割りパターンの詳細は述べられていない。

また，獲ってよい魚のサイズの規制（９事例）やシーズン

による規制（７事例）がある。これらもコモンズ制度の重

要な要素であるが，資源保全を企図したものであって直接

にメンバー間の公平性に配慮したものではないので省略し

た。

注７）ここでは，分割の仕方が漁場の稀少性と非均質性によっ

てどのような影響を受けるかを最もシンプルなかたちで検

討することに主眼をおいている。したがって，全般的には

漁獲の技術条件が分割コストの水準を規定し，そのことを

通じて分割方法の選択をより根底的に左右する要因となる

はずであるが，これについては所与のものとして考察の対

象外とする。また，ここでは共同体への新規参入者が旧来

のメンバーと同等の権利を付与されるというシンプルな仮

定に立って議論を進めるが，この点は本来，資源賦存とメ

ンバーの参入退出と公平性規範の問題として実態にもとづ

く丁寧な考察を必要とするであろう。今後の課題としたい。

注８）この分析視角は，山野河海だけでなく，共有の耕地にお

ける利用権割当制度（特に割替制度）の考察にも適用可能

である。例えばブラウン（2006）は，割替のパターンの一

つとしてローテーション式の耕地配分を挙げており，その

さい本論文の図6bと類似した模式図を掲げている（p.187，

図⑤）23）。
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